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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱デバイスであって、
　酸化性金属から形成され、酸素及び水分に露出することにより、発熱反応が活性化して
熱を発生する発熱組成物と、
　保水層と、
　水分を前記発熱組成物に供給することができる前記保水層に付与された、１つ又はそれ
以上の溶質を含む水溶液と、
を備えることを特徴とする熱デバイス。
【請求項２】
　前記保水層が、セルロース繊維を含むことを特徴とする請求項１に記載の熱デバイス。
【請求項３】
　前記保水層が、超吸収性材料を含有することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
の熱デバイス。
【請求項４】
　前記保水層が、約５０グラムから約５００グラム／平方メートルの基本重量及び約０．
０５から約０．２５グラム／立方センチメートルの密度を有する繊維性ウエブを含有する
ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の熱デバイス。
【請求項５】
　前記溶質が、金属塩を含むことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記
載の熱デバイス。
【請求項６】
　前記金属塩が、塩化ナトリウムであることを特徴とする請求項５に記載の熱デバイス。
【請求項７】
　前記溶質が、約１から約２０重量パーセントの水溶液、及び好ましくは約５から約１５
重量パーセントの水溶液を構成することを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１
項に記載の熱デバイス。
【請求項８】
　前記水溶液の蒸気圧が、２５℃で約２７．２ｍｍＨｇよりも小さく、好ましくは２５℃
で約２０．０ｍｍＨｇから約２３．０ｍｍＨｇであることを特徴とする請求項１から請求
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項７のいずれか１項に記載の熱デバイス。
【請求項９】
　前記水溶液が、前記酸化性金属の重量の約２０重量パーセントから約５００重量パーセ
ントの量で存在することを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の熱デ
バイス。
【請求項１０】
　前記熱デバイスが、前記発熱組成物と接触する水分及び酸素の量を調整することができ
る、通気性層を更に備えることを特徴とする請求項１から請求項９のいずれか１項に記載
の熱デバイス。
【請求項１１】
　前記金属が、鉄、亜鉛、アルミニウム、マグネシウム、又はこれらの組み合わせである
ことを特徴とする請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の熱デバイス。
【請求項１２】
　前記発熱組成物が、炭素成分、結合剤、及び電解質塩を更に含むことを特徴とする請求
項１から請求項１１のいずれか１項に記載の熱デバイス。
【請求項１３】
　前記発熱組成物が、第１の熱基体上に被膜されていることを特徴とする請求項１から請
求項１２のいずれか１項に記載の熱デバイス。
【請求項１４】
　前記熱デバイスが、発熱組成物で被膜された第２の熱基体を備えることを特徴とする請
求項１３に記載の熱デバイス。
【請求項１５】
　前記保水層が、前記第１の熱基体と前記第２の熱基体との間に配置されたことを特徴と
する請求項１４に記載の熱デバイス。
【請求項１６】
　第１及び第２の通気性層を更に含み、前記熱基体及び保水層が、前記通気性層間に配置
されたことを特徴とする請求項１５に記載の熱デバイス。
【請求項１７】
　前記保水層が、約５１パーセントの初期相対湿度及び約２２℃の温度で求めた値として
、約０．０５パーセントから約０．５パーセント、及び好ましくは約０．１パーセントか
ら約０．２５パーセントの蒸発率で水分を前記発熱組成物に放出する水溶液を含有するこ
とを特徴とする請求項１から請求項１６のいずれか１項に記載の熱デバイス。
【請求項１８】
　請求項１乃至１７の何れか１項に記載の熱デバイスを酸素に露出して、該熱デバイスの
１つ又はそれ以上の表面が、２０分又はこれより短い時間内に約３５℃から約５５℃の高
温に到達する制御された加熱プロファイルを達成する段階を含む、ことを特徴とする方法
。
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